
制度概要
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年金共済は個人年金保険料控除(年齢55 歳末満の加入の場合)、
積立共済と年金共済55 歳以上の加入者は一般の生命保険料控除
の対象
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積 立 金 に 対 し て
、

課 税 負 担 は あ り ま せ ん
。

脱 退 一 時 金 ・ 一 部 払 出 積 立 金 か ら 払 込 保 険 料 を 差 し 引 い た 額 が

50 万 円 ま で 非 課 税( 他 の 一 時 所 得 が な い 場 合)

(計算方法l 一時所得の課税対象額＝涙 退一時金額一払込保険料累計額一特別撞除SO 万円)

Xl/2( 他に所得がない場合)＊所得税に加え復興特別所得税が課税されます、

雑 所 得 と し て 課 税 対 象 と な り ま す 。( 加 入 者 本人 が毎 年 受 取 る場 合)

な お 、 税 金 は 受 け 取 っ た 年 金 額 全 体 に か か る の で は な く 年 金 額 か

ら 必 要 経 費( 年 金 額 に 対 す る 保 険 料) を 差 し 引 い た 部 分 に な り ま す 。

課 税対 象額＝(基本 年金年 額十増加年 金年 額) べ 基本年 金年額× 払込保 険料 合

計額 ／基本年金受 取総額 またはその 見込み額) ＊雑所得金 額が

、25万円以上の時10､21 ％の源泉徴収を行い ます。

※税務の取 扱いについては､ 税制改 正により今後変更になることがあります。
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本 割 れ に な り ま す が 、13 ヵ 月 継 続 力［|入 で ｕ Ａ ゼ ン セ ン が 元

本 保 証 い た し ま す ． （ 自 動 脱 退 者 を 除 く ）
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